
［対象者］

令和5年度の一般選抜（前期）を受験し、優秀な成績を修めた者。

［採用候補者数］

10名程度

［給付金額・期間］

給付金額：年間20万円、給付期間：4年間 計80万円

［給付方法］
後期授業料より減免

【お問い合わせ先】

聖マリア学院大学 入試事務室
TEL：0942-35-7271（代表）

♦入学後の成績が優秀な場合は、在学生向けの特待奨学金と重複
受給することができます（半期授業料相当額、または半期授業料
相当額の半額：1年間）。

●1年次に優秀な学内成績を収めた場合（首席）の支給（免除）金額例：

20万円（新入生特待）＋68万円（在学生特待）=88万円

聖マリア学院大学特待奨学金
（新入生向け）

※学校推薦型選抜等で合格し入学手続きを完了している場合は、一般選抜（前期）を
受験しても対象とはなりません。
※採用候補者には合格通知に関係書類を同封します。
※特待奨学生に相応しくないと判断される事由が生じたときには、資格を喪失し、
奨学金の返還を求めることがあります。


